
市民生活

８ 年度市民税・都民税・森林環
境税納税通知書を発送します

発送日 6 月12日㈮i申告書を提出さ
れた時期によっては、納税通知書に
申告内容が反映されていない場合が
あります。その場合、後日改めて税
額変更通知書を送付します
■ ８ 年度課税・非課税証明書
　発行開始日は 6 月12日㈮です。た
だし、場所により発行開始時間が異
なりますのでご注意ください。
▼本庁舎・連絡所＝午前 8 時半から
▼コンビニエンスストア＝午前 9 時
から
l課税課市民税係☎042・470・7777

（内線2333～2337）

8 ・ 9 年度の後期高齢者医療 
制度保険料について

　 ４ 月から後期高齢者医療制度の保
険料について制度改正が行われまし
た。具体的な算定方法や税率などに
ついては広域連合公式n「東京いき
いきネット」をご覧ください（市広報
8 年 ４ 月１５日号 ４ 面にも掲載してい
ます）。
保険料負担と医療費適正化
　保険診療の医療費（総額）が 1 万円
の場合、自己負担の割合が 1 割の方
は医療機関などの窓口で1,000円を
負担し、残りの9,000円は「医療給付
費」として広域連合が医療機関など
に支払います。この「医療給付金」の
財源は次のとおりです。
▼国・都・広域連合を構成する都内
62区市町村が負担する公費（約 ５ 割）
▼各医療保険（国保、健保など）に加
入する現役世代の保険料で負担する
後期高齢者支援金（約 ４ 割）
▼被保険者の方が負担する保険料

（約 １ 割）
　少子高齢化が進む中、後期高齢者
の医療費は今後さらに増えていくと
見込まれています。広域連合と構成
区市町村では、「医療給付費」の増加
を抑制するため、ジェネリック医薬
品の利用促進事業など、医療費適正
化に向けた取り組みを行っています。

「医療給付費」の増加抑制は、保険料
の負担抑制にもつながります。ご理
解とご協力をお願いしますl▼制度
について＝土曜・日曜日、祝日およ
び年末年始を除く午前 8 時半～午後
５ 時「広域連合お問合せセンター」☎
０５７０・０８６・５１９（ Ｉ Ｐ
電話の方は☎０３・３２２２
・４４９６）▼個別の相談
＝市保険年金課高齢者
医 療 係 ☎ 042・470・
7846

ジェネリック医薬品に関する 
お知らせを発送します

　ジェネリック医薬品に切り替える
ことで、薬代の自己負担額の軽減が
見込まれる国民健康保険被保険者の
方に「ジェネリック医薬品使用促進
のお知らせ」を送付します。ジェネ
リック医薬品へ切り替える場合の参
考にしてください。
発送時期 6 月（ 2 月処方分）～11月

（ 7 月処方分）の各月、花粉症に係る
お知らせは 1 月（前年 3 月処方分）
ジェネリック医薬品とは一般的に低
価格でありながら新薬（先発医薬品）
と治療学的に同等であると厚生労働
省に認められている後発医薬品のこ
とです。ジェネリック医薬品を希望
する場合は、かかりつけの医師や薬
剤師にご相談ください。　※すべて
の薬にジェネリック医薬品があるわ
けではなく、在庫状況などにより希
望に添えない場合もあります。また、
処方箋に変更不可の印がある薬は、
ジェネリック医薬品に変更すること
はできません。
l保険年金課国民健康保険係☎０４２
・４７０・７７３３

糖尿病性腎症重症化予防プログ
ラムについてのご案内

　市では保健事業の一環として、国
民健康保険被保険者・後期高齢者医
療制度被保険者の方を対象に「糖尿
病性腎症重症化予防プログラム」を
実施しています。
　このプログラムは、健診結果を基
に必要な対象者へ保健指導のプログ
ラム参加のご案内や、電話での受診
勧奨を行っています。
c食事や運動等の支援プログラムを
通じて糖尿病等の症状の重症化を予
防し、健康的な生活を送っていただ
くことを目的にかかりつけ医と連携
しながら実施
ご案内時期 6 月
保健指導のプログラム実施時期 ７ 月
末～ ９ 年 １ 月e対象者の方には市か
らご案内を送付しますg無料　※か
かりつけ医での診察・検査料などの
保険診療分にかかる一部負担金(医
療機関窓口でのお支払い)は参加者
ご自身の負担となりますので、ご了
承ください。k参加希望の方は送付
内容をご覧いただきお申し込みくだ
さいl▼国民健康保険加入者の方＝
保険年金課国民健康保険係☎０４２・
４７０・７７３３▼後期高齢者医療制度加
入者の方＝同課高齢者医療係☎０４２
・４７０・７８４６

こども情報
なび

１８歳（高校生）までを対象とした子育て情報、
講座・スポーツなどに関する情報です。

６ 月は児童手当等の 
定例払月です

振込予定日▼児童手当＝ ６ 月１０日㈬ 
▼児童育成手当＝ ６ 月１１日㈭▼ひと
り親家庭住宅手当＝ ６ 月１５日㈪
　※金融機関によっては入金が遅れ
る場合がありますので、あらかじめ
ご了承ください。l児童青少年課助
成支援係☎０４２・４７０・７７３６

児童育成手当の現況届を 
送付します

　現況届は、引き続き手当てを受け
るための要件を満たしているかを確
認するものです。現況届が未提出の
場合、 ６ 月分以降の手当が受けられ
なくなりますので、ご注意ください。
　該当する方には現況届を ６ 月 ５ 日
㈮に郵送しますので、必要事項を記
入し、次の通り提出してください。
提出方法 ６ 月３０日㈫までに（必着）、
郵送（返信用封筒で市役所児童青少
年課助成支援係宛て）または直接同
係（市役所 ２ 階）へ提出をl同係☎
０４２・４７０・７７３６

放課後子供教室

　放課後子供教室は、放課後におい
て学校の施設を活用して、安全・安
心な活動場所を確保し、地域と学校
が連携・協力してこどもたちに生涯
学習活動を提供する事業です。参加
には登録(無料)が必要です。
a 5 月～ 9 年 3 月の月 ３ 回程度（長
期休暇中を除く）b体育館または指
定された教室c運動遊びプログラム

や地域住民・企業との交流活動など
e小学 2 年生～ 6 年生（小学 1 年生
は 2 学期から募集予定）j▼この事
業は学校が実施するものではありま
せん▼市立学童保育所に在籍の児童
が参加する場合は、必ず保護者から
市立学童保育所に連絡をしてくださ
い。学童保育所に通所している児童
の参加は午後 4 時までです▼個別の
下校指導は行いませんので、帰りが
心配な場合はお迎えに来ていただく
ことをお勧めします▼一人ひとりへ
の個別対応は行っておりません。参
加に不安がある場合はあらかじめ実
施している様子を見学して内容がお
子さんにあっているか確認してから
ご参加ください▼実施日・活動時間
など詳細は市nをご確認の上参加し
てくださいk学校から配付されるチ
ラシの二次元コードまたは市nから
スケジュールを確認して、参加する
月の前月の20日までに申し込みを。
会場の定員などにより抽選となるこ
とがあります。インターネット環境
を利用できない方は電話でも申し込
みができますl▼登録・実施につい
て＝スポーツクラブルネサンス東久
留米24☎０７０・３０６７・
７５２９（平日午前11時～
午後 ６ 時）▼事業全般
について＝生涯学習課
生涯学習係☎042・470
・7784
� （ 4 面へ続く）

市n

東京いきいき 
ネットn

各事業の場所や申し込み方法などの詳細は、各nをご覧ください。

滝山ひろばn 子育てひろば
上の原n

■滝山ひろば　わくわく健康プラザ２階　☎042・420・6743
事業名 日時 内容 申し込み

ねんねの会(滝山) 6月10日㈬午前10時から 親子の触れ合い遊び、
体重測定、情報交換

６月３日㈬
午前１０時からはいはいの会(滝山) ６月２４日㈬午前10時から

本村小なかよし広場 ６月５日㈮午前10時から お子さんと遊びながら育
児の情報交換 当日会場で

十小なかよし広場 ６月１９日㈮午前10時から

手作り布おもちゃの会
６月１６日㈫午前10時から

オリジナル布おもちゃ作
り

受け付け中

7月７日㈫午前10時から ６月１６日㈫
午前１０時から

わくわくおはなし広場 ６月２３日㈫午前１１時から 乳幼児向けの絵本の読み
聞かせや手遊びなど

６月９日㈫
午前１０時から

■地域子育てひろば上の原　上の原１−２−44　☎042・420・9011
事業名 日時 内容 申し込み

ねんねの会（上の原） ７月３日㈮午前１０時から 親子の触れ合い遊び、
体重測定、情報交換

６月26日㈮
午前10時からはいはいの会（上の原） ７月１７日㈮午前１０時から

久留米中なかよし広場 ６月９日㈫午前１０時から お子さんと遊びながら育
児の情報交換 当日会場で

六小なかよし広場 ６月２５日㈭午前１０時から
ちびっこ育児
おしゃべり広場 ７月７日㈫午前１０時から 1.2歳児の子育てについ

ての悩み、情報交換など
６月23日㈫
午前１０時から

おはなし広場 ６月１５日㈪午前１１時から ボランティアによる読み
聞かせや手遊びなど

６月８日㈪
午前１０時から

「子育てひろば」
の事業紹介

令和8年5月1日現在の人口と世帯
※「（　）」内の数値は対前月増減

人口116,812人（＋125） 世帯数57,901（＋159）
男56,577人（＋84） 女60,235人（＋４１） 3市民生活 こども情報なび



（ ３ 面から続く）

児童の居場所づくり事業

　市では、公共施設などを活用して
地域のこども達に健全な遊びを提供
する「児童の居場所づくり事業」を実
施しています。
■小山台遺跡公園（屋外）
a ６ 月 6 日㈯・２０日㈯午前１０時～正
午c楽しいお水遊びe乳幼児～小学
生
■本村小学校（屋内）
a 6 月23日㈫午後 ４ 時～ ５ 時半b体
育館c楽しいボール遊び～ドッジボ
ール遊び～e小学生

《共通事項》
g無料hタオル、飲み物。屋内は上
履き、屋外は帽子i▼徒歩か自転車
で来場を▼食べ物は原則持ち込み禁
止▼乳幼児は保護者同伴▼動きやす
い服装で参加を▼内容を変更する場
合ありk当日会場でl児童青少年課
児童青少年係☎０４２・４７０・７７３５

子ども相談

a 6 月 9 日㈫午前 ９ 時半～午後 ３ 時
bわくわく健康プラザ相談室 ２cお
子さんの成長や発達、ことば、話し
方、育児疲れなどの相談を心理相談
員がお受けしますe幼児と保護者
kl電話で健康課保健サービス係☎
042・477・0022へ

すくすく子育て相談

a ６ 月１２日㈮午前 ９ 時半～午後 ２ 時
bわくわく健康プラザc育児の相談、
身体測定e乳幼児と保護者h母子健
康手帳k市nの申し込みフォームま

たは子育て応援アプリ
「くるめっこナビ」健康
課予約システムでl健
康課保健サービス係☎
０４２・４７７・００２２

はじめてのはみがき 
“歯っぴーベイビー”

a ６ 月１６日㈫① １ 歳児クラス＝午前
１０時～１１時② ０ 歳児クラス＝午後 １
時～ ２ 時半bわくわく健康プラザ講
堂c歯科医師講話（①のみ）、歯の手
入れ方法、むし歯予防、親子遊びな
どe①満 １ 歳～ １ 歳 ４ カ月児と保護
者②満 ７ カ月～１１カ月児と保護者f
各先着１５組（いずれも初めての方を
優先）h母子健康手帳
・歯ブラシk ６ 月 １ 日
㈪から市nの申し込み
フォームでl健康課保
健サービス係☎０４２・
４７７・００２２

ＢＣＧ予防接種

a 6 月17日㈬（午後 1 時半～ 3 時受
け付け）bわくわく健康プラザe １
歳未満のお子さん（標準的な接種期
間は生後 5 ～ 8 カ月に達するまで）
h母子健康手帳、予診票j日程の都
合がつかない方は、次回 7 月15日㈬
でも接種可k当日会場でl健康課予
防係☎０４２・４７７・００３０

放課後講座 
「ソルトペイントで絵を描こう」

　生涯学習センターでは月 １ 回、小
・中学生を対象に放課後講座を開講
しています。

a 6 月24日㈬午後 ４ 時～ ５ 時b生涯
学習センター創作室c塩とボンドで
絵を描いて、絵の具で色付けしよう
e小・中学生f先着１２人d生涯学習
センタースタッフg無料h筆記用具
i汚れてもよい服装で参加ください
kl ６ 月 １ 日㈪午前 ９ 時から電話

（☎０４２・４７３・７８１１）または同センタ
ーで（第 ４ 月曜日を除く午前 ９ 時～
午後 ９ 時）

高齢者・福祉

さいわい福祉センター 
視覚障害者ガイドヘルパー募集

　視覚障害者に対する外出の支援
（外出先において必要な視覚的情報
の支援など）を行います。
e同行援護従事者養成研修（一般過
程）を終了した方（平日午前 9 時～午
後 5 時）報酬１,５００円からj短時間の
ガイドができる方歓迎kl同センタ
ー☎０４２・４７７・２７１１（平日午前 9 時
～午後 5 時）

自立支援医療（精神通院）を 
受給している方へ

　精神疾患およびてんかんによる、
通院のための医療費助成の制度です。
　自立支援医療制度を併用した場合
は原則 １ 割に軽減されます。ただし、
本人・世帯の所得や疾患などに応じ
て、月額自己負担上限額が設定され
ています。一定所得以上の方は、非
該当になる場合があります。
■更新手続
　毎年必要です。有効期間が終了す
ると、自己負担額の軽減が受けられ
なくなります。継続する場合は、必
ず更新手続を行ってください。有効

期間の ３ カ月前から障害福祉課で受
け付けます。有効期間はお手持ちの
受給者証で確認してください。
■診断書の提出
　更新手続における診断書の提出は、
病状および治療方針の変更がない場
合、 ２ 年に １ 度です。前回申請の際
に診断書を提出している場合は、今
回の提出は不要です。
　有効期間を過ぎてからの再開申請
や前回診断書なしで手続した方は、
診断書の提出が必要です。また、精
神障害者保健福祉手帳を所持してい
る方は、前回更新時に提出された場
合でも、手続更新のために診断書が
必要となる場合があります。
■所得区分の変更
　保険証の世帯が変更になった、ま
たは前年度と課税状況が変わったな
どの場合、有効期間の途中でも所得
区分変更手続が出来ます。新しい所
得区分の適用は申請日の翌月初日か
らです。
■更新手続通知サービスについて
　都では、精神障害者保健福祉手帳
または自立支援医療受給者証（精神
通院）をお持ちの方に対し、更新手
続き開始 １ 週間前にSMS（ショート
・ メッセージ・ サービス）または
LINEで通知するサービスを行って
います。通知を希望される方は、二
次元コードを読み取り、現在の手帳
や受給者証の有効期限を入力してく
ださい。
l同課福祉支援係☎０４２・４７０・７７４７

市n

市n

LINE SMS 
申し込み 
フォーム

申し込みフォーム

　親子で歯やお口のことを学べる楽しいイベントです。こど
もの頃の良い生活習慣が健康な体と心を育てます。歯みがき
も大切な習慣の一つです。歯垢は １ mgに １ 億個もの細菌の
塊。この細菌は歯や口だけでなく、体の病気を引き起こす原
因にもなります。パネルシアターや歯みがき練習を実際に体
験しながら、乳歯から永久歯へと生え変わる時期のお口の疑
問に、歯科医師、歯科衛生士がお答えします。
a ６ 月１３日㈯午前１０時から １ 時間半程度（ ９ 時４５分から受け
付け）bわくわく健康プラザ １ 階講堂cパネルシアター「ビー
バー村はおおさわぎ」、歯みがき指導「ひがしくんと歯をみが
こう」、歯科医師による話などe ３ 歳～未就学児と保護者f
先着２０組j東久留米市歯科医師会主催k ６ 月 １ 日㈪から申し
込みフォームまたは電話で健康課保健サービス係☎０４２・４７７
・００２２へl同係

親親とと子子のの歯っぴ〜ライフ歯っぴ〜ライフ
“集まれ歯みがキッズ‼”“集まれ歯みがキッズ‼”

家族みんなでつくる歯と口の健康家族みんなでつくる歯と口の健康

私たちがお答えします！

離乳食教室離乳食教室離乳食教室離乳食教室
■ 離乳食ステップ 11
　離乳食開始時期の離乳食についてお伝えし
ます。
a ６ 月２４日㈬午後 １ 時半～ ２ 時半（ １ 時１５分
から受け付け）
bわくわく健康プラザ １ 階講堂
c離乳食開始時期の離乳食の紹介と試食
e ７ 年１２月～ ８ 年 ２ 月生まれのお子さんの 
保護者

■ 離乳食ステップ 33
　離乳食 ３ 回食に移行する頃の離乳食に
ついてお伝えします。
a ６ 月２４日㈬午前１０時～１１時（ ９ 時４５分
から受け付け）
bわくわく健康プラザ １ 階講堂
c ３ 回食に移行時期の離乳食の紹介と試
食
e ７ 年 ７ 月～１０月生まれのお子さんの保
護者

《共通事項》
f各回先着１２組d管理栄養士h申し込み時に確認して
くださいk ６ 月 １ 日㈪から市の申し込みフォームまた
は子育て応援アプリ「くるめっこナビ」健康課予約シス
テムで

l健康課保健サービス係
☎０４２・４７７・００２２

市n
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障害福祉サービス受給者の所得
区分の変更

　前年度と課税状況が変わった場合
など、有効期間の途中でも所得区分
変更手続ができます。所得区分変更
手続を行った場合、申請日の翌月初
日から新しい所得区分が適用されま
す。
l障害福祉課福祉支援係☎０４２・４７０
・７７４７

認知症サポーター養成講座

　認知症は誰でもかかる可能性のあ
る病気です。たとえ認知症があって
も、地域のサポートがあれば、住み
慣れた地域で暮らすことができます。
認知症を正しく理解し、認知症のあ
る方やご家族をあたたかい目で見守
る「応援者」として認知症サポーター
講座を受講しませんか。認知症の予
防方法も一緒に学びます。
a ７ 月 3 日㈮午後 ２ 時～ ３ 時半（午
後 １ 時半から受け付け）b南部地域
センター講習室c認知症の正しい理
解や接し方、サポーターとしてでき
ることなどe市内在住・在勤の方で

認知症サポーター養成講座を受講し
たことがない方g無料j▼受講修了
者には、「認知症サポーターカード」
を進呈▼中部地域包括支援センター
主催k ６ 月26日㈮までに（日曜日を
除く）、電話で中部地域包括支援セ
ンターへ。手話通訳が必要な方は住
所・氏名・生年月日・o番号を記入
の上、oで送信をl同センター☎
０４２・４５１・５１２１（o０４２・４５１・５１２３）

介護のしごと入門研修

　 ５日間で介護の基本的な知識や技
術を学ぶことができる研修です。介
護について知りたい方、勉強したい
方、働きたい方、介護の基礎を学ん
でみませんか。研修修了者には市が
発行する修了証明書を交付します。
また、研修最終日には、介護の仕事
や働き方について、市内介護サービ
ス事業所の方と相談できる「おしご
と相談会」を開催します。なお、本
研修は、厚生労働省が定める「介護
に関する入門的研修」に位置づけら
れます。
a全 ５回。 ７月 ８日・１５日・２９日、
８月 ５日・１２日、いずれも水曜日午

前 ９時半開始　※ ７月 ８日のみ午前
９時４５分開始ですが、終了時刻は日
によって異なります。b成美教育文
化会館e市内在住・在勤・在学で介
護に関心のある方または市内での介
護の仕事に興味のある方で、全 ５回
の研修とおしごと相談会に参加でき
る方（年齢不問）k ６ 月 １ 日㈪～２５日
㈭に、申し込みフォーム、セントス
タッフ株式会社宛て☎０３・６８０３・
５６２４、o（０３・６８０３・５8３８）またはm
（st_kenshu@home.misawa.
co.jp）で
　※電話の受け付け時
間は平日の午前１０時～
午後 ６時。l介護福祉
課地域ケア係☎０４２・
４７０・７７７７（内線２５０１～
２５０３）

リハビリ専門職を派遣します

　市内で活動している団体にリハビ
リ専門職（理学療法士など）を年 １回
派遣します。また、ご当地体操「わ
くわくすこやか体操」を新たに実施
する団体には、複数回派遣します。
e市内で活動しているおおむね６５歳
以上の方で構成している団体dリハ
ビリ専門職k活動場所を担当する地
域包括支援センターに電話（日曜日、
祝日を除く午前 ９ 時～午後 ５ 時半）
でl▼東部地域包括支援センター
（担当地域＝上の原・神宝町・金山
町・氷川台・大門町・東本町・新川
町・浅間町・小山）☎０４２・４２８・
７７８８▼中部地域包括支援センター
（担当地域＝学園町・ひばりが丘団
地・本町・幸町・中央町・南沢・前
沢 １～ ３ 丁目・南町）☎０４２・４５１・
５１２１▼西部地域包括支援センター
（担当地域＝前沢 ４・ ５ 丁目・滝山
・下里・柳窪・野火止・八幡町・弥
生）☎０４２・４７２・０６６１
� （ 6 面に続く）

申し込み 
フォーム

介護保険サービスの各種軽減制度
l介護福祉課介護サービス係☎０４２・４７０・７７５０

　低所得で生計が困難な方のうち、要件に該当する方は、介護サービスの
利用者負担額などが軽減されます。
対象となるサービス都と市に軽減実施の申し出をした介護サービス事業所
などが提供するサービス
軽減内容利用者負担額など（介護サービス費・居住費・食費）を２５％（老齢
福祉年金受給者は５０％）軽減　※生活保護受給者は居住費のみ全額軽減。

要件次の①〜⑥のすべてに該当する方または生活保護受給者
①世帯全員および配偶者（世帯分離している場合を含む）が住民税非課税②
年間収入が１５０万円（世帯員が １ 人増えるごとに５０万円を加えた額）以下③
預貯金などが３５０万円（世帯員が １人増えるごとに１００万円を加えた額）以下
④日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない⑤親族に扶養されて
いない⑥介護保険料を滞納していない

◆介護保険施設における居住費（部屋代）・食費の軽減制度
　介護保険施設サービスなどを利用している方のうち、
要件に全て該当する方は、居住費（部屋代）・食費の軽減
制度（負担限度額認定）があります（右表 １参照）。
対象となるサービス▼施設サービス（介護老人福祉施設
・介護老人保健施設・介護医療院など）▼短期入所サー
ビス（短期入所生活介護・短期入所療養介護など）
軽減内容所得段階に応じ、施設に支払う １日当たりの居
住費・食費の自己負担額の上限を右表 １の金額まで軽減
要件①世帯全員および配偶者（世帯分離している場合を
含む）が住民税非課税②預貯金などが基準額以下（右表 ２
参照）
申請に必要な書類申請書および右表 ３の書類
■更新の方には申請書を送付します
　現在、有効期限が ７月３１日までの負担限度額認定証を
お持ちの更新対象者には、 ６ 月中旬までに「更新申請の
お知らせ（申請書同封）」を送付しますので、必要に応じ
て申請してください。
■住民税課税世帯における特例減額措置
　住民税課税世帯でも、要件に全て該当する方は、居住
費か食費、またはその両方について、第 ３段階②の負担
限度額を適用します（右表 １参照）。
要件①世帯員が ２人以上②施設サービス利用者で、右表
１の第 ４段階の居住費・食費を負担している③世帯の年
間収入から、利用者負担額など（施設サービス費・居住
費・食費の年間合計）の見込み額を除いた額が８２万６,５００
円以下④預貯金などの額が世帯で４５０万円以下⑤日常生
活に供する資産以外に活用できる資産がない⑥介護保険
料を滞納していない

表１　１日当たりの居住費（部屋代）・食費の負担限度額（８年８月１日から）
段階区分 居住費（部屋代） 食費

所得区分 利用料負担 
段階

ユニット型 
個室

ユニット型 
個室的多床室

従来型個室
（※１）

多床室
（※２） 

施設
サービス

短期入所 
サービス

住
民
税

課税世帯 第４段階 軽減なし（施設との契約額を支払います）

非
課
税
世
帯

前年の合計所得金額と
課税年金収入額、非課
税年金収入額の合計が
年間１２０万円超

第３段階 
② １,４７０円 １,４７０円

１,４7０円 ５3０円
１,４２０円 １,３６０円

（９8０円） （４３０円）

前年の合計所得金額と
課税年金収入額、非課
税年金収入額の合計が
年間８2万6,500円超
１２０万円以下

第３段階 
① １,３7０円 １,３7０円

１,３7０円
43０円 ６８０円 １,０３０円

（８8０円）

前年の合計所得金額と
課税年金収入額、非課
税年金収入額の合計が
年間８２万６,５00円以下

第２段階 ８8０円 55０円
55０円

43０円 39０円 ６００円
（４8０円）

老齢福祉年金受給者
第１段階 ８8０円 55０円

55０円
０円 ３００円 ３００円

生活保護受給者等 （３8０円）

（※１）　カッコ内は、介護老人福祉施設に入所または短期入所サービスを利用した場合の金額です。
（※２）　第３段階②では、施設の種別や室内の床面積により金額が異なります。

表２　預貯金等の基準

第３段階② 単身で　５００万円以下、夫婦で１,５００万円以下

第３段階① 単身で　５５０万円以下、夫婦で１,５５０万円以下

第２段階 単身で　６５０万円以下、夫婦で１,６５０万円以下

第１段階 単身で１,０００万円以下、夫婦で２,０００万円以下

※�第２号被保険者（６５歳未満）の方の基準は、収入等に関係なく
単身で１,０００万円以下、夫婦で２,０００万円以下です。

表３　申請書に添付が必要な書類
必要書類 書類の例

身元確認のできる書類 介護保険被保険者証など
マイナンバー確認書類 マイナンバーカードなど

通帳の写し
 （普通・定期など）

銀行名・口座番号・名義人
のわかる部分および直近２
カ月以内に記帳した最終残
高のページ

その他書類 有価証券・投資信託など
※�通帳の写し・その他書類については、本人および配
偶者名義のものが必要です。

※�鉄道共済組合の年金を受給されている方は、年金支
払通知書等の写しが必要です。

いずれの制度も軽減を受ける
ためには申請が必要です。

◆生活に困っている方に対する軽減制度
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（ 5 面から続く）

福祉有償運送運転者（運転協力
者）を探しています

　ご自身の余暇時間に車を運転し、
移動困難な方々のおでかけを支援す
る運転協力者をしてみませんか？
　福祉有償運送とは、単独でタクシ
ーなどの公共交通機関を利用するこ
とが困難な障害者や要介護者の方な
どを対象に、NPO法人などが実費
の範囲内で自家用自動車や事業所の
福祉車両を使用して行う、ドア・ツ
ー・ドアの個別送迎サービスです。
市内には、このサービスを行う ３つ
のNPO法人があります。そして、
それを支えてくれているのが運転協
力者の皆さんです。「地域で何かでき
ることはないか」「困っている人を助
けたい」と考えている方、少しでも
興味がある方は、お気軽にご連絡く
ださい。
kl直接NPO法人へ▼地域福祉ネ
ット・結☎０４２・４５８・３６６７▼夢来夢
来（むくむく）☎０４２・４７５・６９６５▼ゆ
う☎０４２・４２０・１８５０

ごみ・住環境

Ｊアラート全国一斉情報 
伝達試験

　Ｊアラート（全国瞬時警報システ
ム）の全国一斉情報伝達試験が行わ
れます。
a ６ 月 ３ 日㈬午前１１時頃c防災行政
無線から「これはＪアラートの試験
です」との試験放送が
３回流れますi災害の
発生などにより、中止
となる場合があります
l防災防犯課☎０４２・
４７０・７７６９

高齢者等世帯に対する 
ごみ出しサポート事業のご案内

　高齢者等世帯に対するごみ出しサ
ポート事業を実施しております。利
用者は事前にご用意いただいたごみ
収集容器（ポリバケツなど）に、決め
られた収集曜日や時間にかかわらず、
ごみや資源物を出すことができます。
e身近な方などの協力を得てもなお、
市が定めた収集・回収曜日および排
出時間までに家庭廃棄物の排出が困
難で、次のいずれかに掲げる方のみ
で構成されている世帯▼介護保険法
に基づき要介護状態区分が要介護 ４
または要介護 ５の認定を受けた方▼
身体障害者福祉法に基づき身体障害
者手帳 １級または ２級の認定を受け
た方▼精神保健及び精神障害者福祉
に関する法律に基づき精神障害者保
健福祉手帳 １級の認定を受けた方▼
東京都愛の手帳交付要綱に基づき愛
の手帳の交付を受け、障害の程度が

１ 度・ ２ 度の方k利用申請書（市n
またはごみ対策課窓口で取得可）に
必要事項を記入の上、対象要件に該
当することがわかる書類（世帯全員
分）を添えて同課（八幡町 2 −10−
10）窓口へ申請をl同課業務係☎０４２
・４７３・２１１７

「浸水への備え」をお願いします！

　都下水道局では、雨期に向かう ６
月を「浸水対策強化月間」と定め、地
域の皆さんに浸水の備えをお願いし
ています。道路にある雨水ますや側
溝がふさがっていると、雨水が雨水
管に流れ込まず、浸水の危険性が高
まります。雨水ますや側溝にごみを
入れたり、上に物を置かないように
しましょう。また、都下水道局の「東
京アメッシュ」で降雨情報を提供し
ていますのでご活用ください。
l▼市施設建設課下水
道計画担当☎０４２・４７０
・７７５８▼都下水道局流
域下水道本部計画課☎
０４２・５２７・４８２８

お知らせ

第 ２ 回市議会定例会

　令和 ８年第 ２回市議会定例会が ６
月 ４日㈭～２３日㈫の日程で開催の予
定です。一般質問が ８日㈪～１１日㈭、
常任委員会が１５日㈪～１７日㈬、予算
特別委員会が1８日㈭の予定です（い
ずれも土曜・日曜日は休会）。
l議会事務局☎042・４７０・７７８９

市長の資産等報告書等の閲覧

　「政治倫理の確立のための東久留
米市長の資産等の公開に関する条
例」の規定により、どなたでも市長
が作成した報告書の閲覧ができます。
閲覧できる報告書
①資産等報告書②資産等補充報告書、
所得等報告書、関連会社等報告書
閲覧期間・ 場所
①は 6月 8日㈪以降、②は 6月30日
㈫以降の午前 ８ 時半～午後 ５ 時（閉
庁日時を除く）に、総務課（市役所 ４
階）で
l総務課庶務担当☎０４２・４７０・７７１４

平和への願いを込めて 
千羽鶴を作りませんか

　市では、平和事業として、市民の
皆さんが平和への願いを込めて製作
した千羽鶴を年間を通して受け付け
ています。今年は ６月２４日㈬までに
いただいた千羽鶴を ７月 ９日㈭～ 8
月16日㈰に市役所 １階屋内ひろばに
て展示します。
受付場所総務課（市役所 ４階）i▼ 8
年度展示分より、被災地への献納は
行わず、市役所での展示のみとなり
ます▼折り鶴は必ず糸につないだ状
態でお持ちください。糸につながれ
ていない折り鶴は受け付けることが
できませんj折り紙が必要な方は同
課にご相談ください（数に限りがあ
ります）l同課庶務担当☎０４２・４７０
・７７１４

国民保護 
ポータルサイト

東京アメッシュ

a 6 月21日㈰午前10時～正午頃(予定)　※雨天中止
b南沢篠宮農園（篠宮ファーム）
e小学生（小学 ３年生以下は保護者同伴）
f先着１５人（同伴の保護者除く）
h軍手、筆記用具、新聞紙、飲み物、タオル、帽子
i汚れても良い服装・長靴でご参加ください
j▼主催＝市市民環境会議環境学習部会
　▼協力＝子どもセンターひばり
k ６ 月 5 日㈮正午～１２日㈮午後 ５時に、申し込みフォームで
l環境政策課☎０４２・４７０・７７５３

みのり塾みのり塾
トウモロコシの収穫をトウモロコシの収穫を

体験しよう！体験しよう！

申し込み 
フォーム

　環境学習の一環として農家の方と連携し、農作業を通じて水と土の力
を学びます。今回は、トウモロコシの収穫を体験します。

オンライン申請で
いつでもどこでも手続きを！

　ご自宅や外出先からインターネットを利用して、市のさまざまな
手続きをオンラインで申請することができます。オンラインでは、
粗大ごみの申込・公共施設予約・くるぶーの利用登録
などが手続きできます。
　※�手続きによっては、申請期間、対象年齢、申請要
件などがありますので、必ず手続きの詳細をご確
認の上、申請をお願いします。

l行政経営課☎042・470・7704

市n

市LINE公式アカウント

友だち追加
はこちら

市LINE
公式アカウントから

もっと
カンタンに！
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東久留米市空家等対策協議会の
市民委員（第 ５ 期）の募集

　 ２ 年 ４ 月より開始している「東久
留米市空家等対策計画」を総合的か
つ計画的に実行するため、東久留米
市空家等対策協議会を設置していま
す。同協議会は、市長の附属機関と
して設置され、学識経験者、市民な
どで構成される組織です。第 ５ 期の
市民委員を次のとおり募集します。
任期 ８ 月２７日～１０年 ８ 月２６日の ２ 年
間。協議会等の開催を年間 ４ ～ ６ 回
程度（平日午後）予定しています報酬
市条例の規定により支給応募資格満
１８ 歳 以 上 の 市 民 選考人数 ２ 人
応募書類書式自由。「空家等対策協議
会委員希望」と明記し、住所・氏名
・年齢・性別・電話番号・電子メー
ルアドレスを記入の上、①「応募動
機」②「身近に感じる空き家の問題」
の ２ 点を合わせて８００字程度でご記
入ください応募方法 ６ 月３０日㈫まで
に（必着）、郵送（〒２０３−８５５５、市環
境政策課）、同課窓口（市役所 ５ 階）
へ 直 接 提 出 ま た はm（kankyo 
seisaku@city.higashikurume.
lg.jp）で送信を　※選考結果は 7 月
下旬までに通知します。提出された
書類は返却しません。l同課☎０４２
・４７０・７７５３

「 8 年度 東京都明るい選挙ポス
ターコンクール」の作品募集

　投票参加を求めるもの、明るい選
挙に関することを自由に描いてくだ
さい。

c将来の有権者である児童・生徒を
対象に選挙への関心を持つよう訴え
るものおよび明るい選挙の実現を呼
びかけるものe市内に在住・在学の
小学校児童、中学校・高等学校の生
徒i作品の裏面右下に学校名・学年
・氏名（ふりがな）を必ず記入してく
ださい。応募作品は原則として返却
します。ただし、入選作品の著作権
は都および市に帰属し、作品につい
ては啓発パンフレットなどに利用さ
せていただく場合があります
画材と大きさ描画材料は自由（紙や
布など、絵の具材料だけに限りませ
ん。デジタルも可）。大きさは画用
紙の四つ切（５４２ｍｍ×３８２ｍｍ）、八
つ切（３８２ｍｍ×２７１ｍｍ）、もしくは
それに準じる大きさ。デジタルの場
合、A ３ サイズ（297ｍｍ×420ｍｍ）
またはB ３ サイズ（515ｍｍ×364ｍ
ｍ）k ９ 月１１日㈮まで提出先市内の
学校に在学の方は各学
校へ、その他の方は市
選挙管理委員会へl選
挙管理委員会事務局☎
042・４７０・７７９０

受験生チャレンジ支援貸付事業

　都では、受験生を持つ生計中心者
に対し、学習塾などの費用や受験費
用を無利子で貸し付けています。高
校・大学・専門学校などの対象校に
入学した場合、返済が免除されます。
なお、 ７ 年度より学習塾等受講料と
高校 ３ 年生等の受験料貸付上限額が
増額されました。
貸付対象中学 3 年生、高校 3 年生、
８ 年 4 月 1 日時点で20歳未満の高校
・大学の中途退学者・浪人生など
貸付金額▼学習塾等貸付金３0万円▼
受験料貸付金中学 ３ 年生などが 2 万
7,400円、高校 3 年生などが１２万円

（いずれも上限額）j利用には一定の
条件があります。詳細は市nをご覧
くださいk ９ 年 1 月２９日㈮までに福
祉総務課（市役所 1 階）へ。都の事業
ですが、申し込みは同課が窓口とな
ります。申請書は ９ 年 1 月2２日㈮ま
でに事前に連絡の上、
同課に受け取りに来て
ください。郵送での手
続きも可能ですl同課
福祉政策係☎042・470
・7785

職員募集

会計年度 
任用職員募集

　募集の詳細は市nを
ご覧ください。
■児童厚生指導員（会計年度任用職
員・専門職）
任用期間 ７ 月 １ 日～ ９ 年 ３ 月３１日
勤務時間月曜～土曜日、月１２４時間、
午前 ８ 時１５分～午後 ７ 時の間で ４ ～
７ 時間のシフト勤務（変則勤務あり）
勤務場所市内学童保育所募集人数若
干名報酬月額２３万１,９９０円
応募資格の有無有募集説明会 ６ 月１０
日㈬午前１１時から（３０分程度）・市役
所 5 階５０１会議室申込期間 ６ 月１５日
㈪までl児童青少年課児童青少年係
☎０４２・４７０・７７３５

市n
市n

市n

　空き家に関する法的手続きや
維持管理などのことでお困りご
とや疑問がある方は、市と協定
を結んだ各分野の専門団体を紹
介します。お気軽にご相談くだ
さい。

専門相談窓口について

　管理が不適切な空き家につい
て、市へ多くの相談が寄せられ
ています。空き家をお持ちの方
は、樹木の剪

せん

定
てい

や建物の修繕な
ど、適切な管理をお願いします。

管理について

　市では、空き家を「売りたい・貸したい」方と「買いたい・借りたい」
方をつなぐ「東久留米市空き家バンク」を設置しています。所有する空
き家を貸したい・売りたい方は、空き家を「東久留米市空き家バンク」
にご登録ください。市はその情報を市nや「全国版空き家バンク」に載
せ、広く一般に提供します。空き家を借りたい・買いたい方は、「東久
留米市空き家バンク」でご希望に沿う物件を探すことができます。空
き家をお持ちの方、お探しの方は、ぜひ「東久留米市空き家バンク」を
ご利用ください。
　空き家バンクに関する物件の調査・交渉・契約の媒介は、市と協定
を結んだ団体に所属する宅地建物取引業者が行います。

空き家バンクについて

l環境政策課生活環境係☎０４２・４７０・７７５３

をお持ちの皆さんへをお持ちの皆さんへ
市n

（空き家相談窓口）
市n

（空き家バンク）

き家空

令和 ８ 年 ４ 月分から 
年金額が改定になります
　法律の規定により、令和 ８ 年度
は令和 ７ 年度から国民年金（基礎
年金）が原則１.９％の引き上げとな
ります。令和 ８ 年 ４ 月分（ ６ 月振
込分）からの老齢基礎年金（満額）
の月額は次の通りです。
▼老齢基礎年金（満額）＝７０,６０８円
　※昭和３１年 ４ 月 １ 日以前生まれ
の方は、月額７０,４０８円です。
詳しくは、ねんきんダイヤル☎
０５７０・０５・１１６５へお電話ください。

年金生活者支援給付金の 
支給金額が改定になります
　年金生活者支援給付金の給付基
準額は、物価の変動に応じて、毎
年度改定を行う仕組みとなってお
り、令和 ８ 年度は令和 ７ 年度から
３.２％の増額改定となります。令
和 ８ 年 ４ 月分（ ６ 月振込分）からの
基準額は次の通りです（いずれも
月額）。
▼老齢年金生活者支援給付金＝
５,６２０円（※）▼障害年金生活者支

援給付金＝ １ 級 ７,０２５ 円、 ２ 級
５,６２０円▼遺族年金生活者支援給
付金＝５,６２０円
　※あくまで基準額であり、実際
の金額は保険料納付済期間等に応
じて算出されます。
年金生活者支援給付金のご請求で
お困りの時は、お手元に基礎年金
番号がわかるものをご用意の上、
給付金専用ダイヤル☎０５７０・０５・
４０９２（ナビダイヤル）へお電話くだ
さい。

「年金生活者支援給付金」を 
かたる詐欺にご注意ください
　日本年金機構や厚生労働省から、
電話で家族構成や金融機関の口座
番号・暗証番号をお聞きしたり、
手数料などの金銭を求めることは
ありません。不審に感じましたら、
日本年金機構 武蔵野年金事務所
☎０４２２・５６・１４１１または警察相談
専用電話（＃９１１０）にお電話くださ
い。
l同事務所

国民年金だより
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8 年度東京都介護支援専門員実務研
修受講試験受験要項の配布

募集要項・受験申込書配布
６ 月 １ 日㈪～３０日㈫に介護福祉課（市役
所 １ 階）、健康課（わくわく健康プラザ
内）、東部・中部・西部の各地域包括支
援センター、都庁本庁舎、都福祉保健財
団で配布。郵送希望者は、封筒に「令和
８ 年度受験要項送付希望」と明記の上、
３２０円切手を貼付した「角 ２ サイズ」の返
信用封筒を同封し、郵送（〒１６３−０７１８、
新宿区西新宿 ２ − ７ − １ 、新宿第一生命
ビルディング１８階、公益財団法人東京都
福祉保健財団人材養成部介護人材養成室
ケアマネ試験担当宛て）を
試験日１０月１１日㈰
k ６ 月 １ 日㈪～３０日㈫に（消印有効）、必
要書類などを簡易書留で
同財団宛て郵送をl同財
団☎０３・３３４４・８５１２、市
内配布先については市介
護福祉課介護サービス係
☎０４２・４７０・７７５０

危険物安全週間のお知らせ

　 ６ 月 ７ 日㈰～１３日㈯は危険物安全週間
です。
　私たちの身の回りには、ガソリンや灯
油のほか、スプレー缶、消毒用アルコー
ル、てんぷら油、バーベキュー用の着火
剤など、火が着きやすく、取り扱いを誤
ると火災につながる製品が多くあります。
製品に記載された注意書きをよく読み、
正しく取り扱いましょう。また、近年は
リチウムイオン電池に起因する火災が急
増しています。異常を感じた場合は使用
を中止し、万一火災が発生した場合は、
可能な範囲で初期消火を行うとともに、
危険を感じたら速やかに避難し、１１９番
通報をしてください。
l東久留米消防署危険物係☎０４２・４７１・
０１１９

お金のプロが教えます 
知らないと損する終活連続講座 
地区センター講演会　第 １ 回遺言編

　ファイナンシャルプランナーを講師に
迎え、終活、特にお金・財産に関わる、
知らないと損する「遺言」・「相続」・「葬儀」
などを ３ 回の連続講座で学びます。
a ６ 月２９日㈪午後 ２ 時～ ４ 時b中央町地
区センター ２ 階第 ３ ・ ４ 会議室e６０歳以
上の市民f先着５０人d澤木明氏（ファイ
ナンシャルプランナー・キャリアカウン
セラー・社会保険労務士）g無料h筆記
用具i連続講座ですが、その都度申し込
みが必要になりますk氏名・住所・年齢
・電話番号のほか、受講希望日を ６ 月１８
日㈭午後 １ 時～２6日㈮に電話で市社会福
祉協議会地区センター担当へ連絡を。※
各会場とも定員に満た
ない場合は募集期間を
延長する場合がありま
す。l同協議会地区セ
ンター担当☎０４２・４７９
・５５５０（午前 ９ 時～午
後 5 時〈火曜・祝日・
振替休日を除く〉）

都民住宅（東京都施行型）の 
入居者募集

　都民住宅（東京都施行型）は、都が所有
している中堅所得者向けファミリー賃貸
住宅で、原則として仲介手数料・礼金・
更新料・保証人が不要です。　※都営住
宅ではありません。
e申込者が都内に居住していること、 同
居親族がいること、 世帯所得が基準内で
あることなどi市内には都民住宅はあり
ませんので、所在地は募集案内または都
住宅供給公社nでご確認くださいk同公
社nまたは同公社都営住宅募集センター
窓口で空き家を随時申し
込み受け付け。募集案内
は市都市計画課窓口（市
役所 ５ 階）で配布l同公
社募集センター☎０３・
３４９８・８８９４（平日午前 ９
時～午後 ６ 時 ）

シルバー人材センター 
入会説明会のご案内

　シルバー人材センターでは、定年退職
した方や社会参加をしたい方など、多く
の方が働いています。自身の豊かな人生
経験を、地域で活かしてみませんか。ま

ずはお気軽にご参加ください。
a ６ 月１７日㈬午後 １ 時～ ４ 時の間で １ 時
間程度（原則毎月第 ３ 水曜日に開催）b同
センター（下里 ４ − １ −４４）e市内在住の
原則６０歳以上で健康で働く意欲のある方
f先着２０人程度h年度会費２,０００円、本
人確認書類、筆記用具k開催日の 2 日前
までにご連絡ください（同センターnか
ら仮登録ができます）l同センター☎０４２
・４７５・０７３８

市内社会福祉法人連絡会 
フードドライブにご協力を！

　ご家庭で余っている食べ物はありませ
んか？捨てないでお持ちよりいただけれ
ば、お困りの方や施設で活用します。ご
協力をお願いします。
a ６ 月 ８ 日㈪～１９日㈮b市内社会福祉法
人運営施設等e賞味期限が 7 月１９日以降
の未開封の食品・飲料など。生鮮食品や
冷蔵・冷凍食品などは対象外i実施施設
を含む詳細は連絡会事務局の市社会福祉
協議会nをご覧くださいl連絡会事務局
＝市社会福祉協議会☎０４２・４７１・０２９４（午
前 ９ 時～午後 ５ 時〈土日・祝日を除く〉）

「学校公開」および「あいサポート研
修会」のお知らせ

■学校公開
a ６ 月２０日㈯午前 ９ 時４５分～１１時５０分b
都立八王子盲学校c授業公開、入就学相
談、寄宿舎見学など
■あいサポート研修会
a ７ 月２２日㈬午前 ９ 時～正午b都立八王
子盲学校cワークショッ
プ、入就学相談など
l都立八王子盲学校▼副
校長・落合隆一▼渉外支
援部担当・安部和美、同
担当・工藤克明☎042・
623・3278

都税に関する手続きが来所せずにで
きます

　都主税局では、納税者の方が都税事務
所等に来所することなく、郵送やインタ
ーネットなどでお手続できる仕組みを設
けています。
　郵送や電子による申告、申請・届出、
キャッシュレスによる納付方法などをぜ
ひご利用ください。
　詳細は、同主税局nを
ご覧ください。
l立川都税事務所☎042
・５２３・３１７１

官 公 署 だ よ り

澤木明氏

同公社n

八王子盲学校n

都主税局n

会 員 募 集
◆SLD親の会たんでむの会＝a月 1 回。
土曜日午後 ３ 時半～ ５ 時半bスペース
105（市役所向かい）g入会金300円、会費
1 回300円j学習障害の子供の親の会。
親が学ぶことでお子様の生きづらさを解
消する学びの場ですl鈴木☎070・9349
・2658
◆滝山青葉会（囲碁同好会）＝a毎週月曜 
～土曜日b滝山地区センターj予約不要。
初級者～高段者まで歓迎。リーグ戦年 3
回、 1 日大会年 ２ 回l井上☎090・2144
・7281
◆太極拳サークル楽翔＝a月 3 回。月曜
日午後 ３ 時～ ５ 時他bわくわく健康プラ
ザ他g入会金500円、会費月1,500円j今、
太極拳が面白い！優雅で力強く対極の調
和と融合。ご連絡を！l室屋☎080・

6772・8361
◆市民朗読劇の会＝a月 4 回。日曜日午
後 1 時～ ５ 時b西部地域センターg会費
年 １ 回約3,000円j市民参加の夏の朗読
劇、 8 月23日沖縄を舞台にした朗読です。
ぜひご一緒に！l松村☎080・3438・
0077
◆楽しく英語を学ぶ会＝a毎月第 1 ・第
３ 月曜日午前10時～11時50分b中央町地
区センターg会費 １ 回１００円j時事文化
経済等の英文記事を紹介。中級程度。聴
くだけお試し歓迎l竹山☎090・3819・
3636
◆世界史を楽しむ会＝a月 1 、 2 回。土
曜日午後 1 時～ ３ 時b生涯学習センター
g会費月300円j年齢制限なし！知識ゼ
ロから西洋史のドラマと面白さを体感し
ようl石崎☎042・471・3966
◆NPO法人アクトラスト＝a毎週月曜
日午前10時～午後 ５ 時他bスポーツセン
ター他g会費 1 回100円他j頭と手の体
操！健康麻雀！ 0 から始める初心者も大

歓迎！経験者もl増田☎080・4670・
1110
◆東久留米市ターゲット・バードゴルフ
協会＝a月12回。毎週月曜・水曜・木曜
日午前 9 時半～11時半他b白山公園他g
会費年7,000円j毎日お気軽に無料体験
できます。手ぶらでOK。貸しクラブあ
りますl佐藤☎042・458・7158
◆中国健康法普及協会＝a月曜・水曜・
金曜日午前 9 時～ 9 時半b弥生台遊園g
入会金1,000円、会費年2,000円j老若男
女どなたでも出来るゆったりした健康法
です。分解指導付l黒須☎090・3３３１・
１８８０

催 し
◆子ども食堂チャリティーコンサート第
２４回童謡まつり（童謡を歌う会・みくの
会）＝a ６ 月２１日㈰午後 ２ 時開演（ １ 時半
開場）b生涯学習センターホールg入場
料２００円（全額寄付）j童謡唱歌を中心に
会場の皆様とも楽しく歌います。当日券

有りl井上☎042・472・5661
◆うたう会例会（東久留米うたう会）＝
a 6 月 7 日㈰午後 ２ 時b東部地域センタ
ーg参加費300円jなつかしい唱歌、歌
謡曲、民謡などたのしくうたいましょう
l湯田☎042・474・7992
◆核兵器も戦争もない世界を（戦争はイ
ヤ！声をあげよう実行委員会）＝a 6 月
２７日㈯午後 ２ 時b生涯学習センターホー
ルg参加費500円jノーベル平和賞を受
賞した日本被団協の田中煕巳さんの講演
l松元☎042・476・4727

市 民 伝 言 板

東京都福祉 
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